
 

一
頁 

 ○
総
務
省
令
第 

 
 

号 
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成 

 
年 

 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

野
田 

聖
子 

登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

二
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
別
表
第
五
号 

登
録
検
査
等
事
業
者(

点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
を
除
く
。)

が
行
う
検
査
の
実
施
項
目(

第
十

六
条
第
一
項
関
係)

 
 

別
表
第
五
号 

［
同
上
］ 

 

［
第
一
・
第
二 

略
］ 

［
第
一
・
第
二 

同
上
］ 

第
三 

無
線
設
備 

 

［
一
・
一
の
二 
略
］ 

第
三 

無
線
設
備 

 

［
一
・
一
の
二 

同
上
］ 

 

二 

電
波
的
特
性
の
検
査 
 

二 

電
波
的
特
性
の
検
査 

 

船 舶 局 

無
線
局
の
種
別
及
び
無
線
設
備
名 

検
査
の
項
目 

備
考 
  

船 舶 局 

無
線
局
の
種
別
及
び
無
線
設
備
名 

検
査
の
項
目 

備
考 

 

 

［
略
］ 

［
略
］ 

［
略
］ 

  

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 

 

船
舶
自
動
識
別
装
置
、
簡
易
型
船
舶

自
動
識
別
装
置
及
び
Ｖ
Ｈ
Ｆ
デ
ー
タ

交
換
装
置 

一 

周
波
数 

二 

占
有
周
波
数
帯
幅 

三 

空
中
線
電
力 

四 

識
別
信
号 

 
  

船
舶
自
動
識
別
装
置
及
び
簡
易
型
船

舶
自
動
識
別
装
置 

［
同
上
］ 

 
 

 

［
略
］ 

［
略
］ 

［
略
］ 

  

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 

［
注
１
・
２ 

略
］ 

［
注
１
・
２ 

同
上
］ 

 

［
三 

略
］ 

 

［
三 

同
上
］ 

別
表
第
七
号 

登
録
検
査
等
事
業
者
等
が
行
う
点
検
の
実
施
項
目(

第
十
九
条
第
一
項
関
係)

 

別
表
第
七
号 

［
同
上
］ 

［
第
一
・
第
二 

略
］ 

［
第
一
・
第
二 

同
上
］ 

第
三 

無
線
設
備 

 

［
一
・
一
の
二 

略
］ 

第
三 

無
線
設
備 

 

［
一
・
一
の
二 

同
上
］ 

 
 

二 

電
波
的
特
性
の
点
検 

 
 

二 

電
波
的
特
性
の
点
検 

 

［略］ 

無
線
局
の
種
別
及
び
無
線
設
備
名 

点
検
の
項
目 

備
考 

  

［同上］ 

無
線
局
の
種
別
及
び
無
線
設
備
名 

点
検
の
項
目 

備
考 

 

 

［
略
］ 

［
略
］ 

［
略
］ 

  

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］
］ 

 

 

船 舶 局 

［
略
］ 

［
略
］ 

［
略
］ 

  

船 舶 局 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］
］ 

 

 

船
舶
自
動
識
別
装
置
、
簡
易
型
船
舶

自
動
識
別
装
置
及
び
Ｖ
Ｈ
Ｆ
デ
ー
タ

交
換
装
置 

一 

周
波
数 

二 

占
有
周
波
数
帯
幅 

三 

空
中
線
電
力 

四 

識
別
信
号 

 
  

船
舶
自
動
識
別
装
置
及
び
簡
易
型
船

舶
自
動
識
別
装
置 

［
同
上
］ 

 
 

 

［
略
］ 

［
略
］ 

［
略
］ 

  

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 

［
注
１
～
３ 

略
］ 

［
注
１
～
３ 
同
上
］ 

 
 

［
三 

略
］ 

 

［
三 

同
上
］ 



 

三
頁 
 

 

 
 

 

備
考 

表
中
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

                                  



 

四
頁 
 

 

附 

則 
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    


